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●
市
県
民
税（
住
民
税
）
申
告
に
つ
い
て

（
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
）

・
市
県
民
税
の
申
告
書
は
、
２
月
16
日

（
水
）以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
が
、
閉

庁
日
お
よ
び
時
間
外
の
受
け
付
け
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。（
確
定
申
告
書
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）

・
郵
送
に
よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

《
市
県
民
税（
住
民
税
）
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
に
つ
い
て
》

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る

方
で
、
平
成
22
年
分
の
所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
い
額
が
あ
る
方
は
、
翌
年
度
の

市
県
民
税
所
得
割
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　

毎
年
市
町
村
へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ

た「
市
民
税
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
申
告
書
」
は
、
提
出
の
有
無
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
提
出
し
な
く
て

も
控
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。（
平
成
22
年
度
か
ら
）

　

控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
は
、
年

末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
で
必
要
書
類
を

添
付
す
る
こ
と
で
市
県
民
税
に
も
反
映
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
控
除
を
受
け
る
最
初

の
年
は
、
必
ず
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。（
給
与
所
得
者
に
限
り
、
翌
年
以
降

は
年
末
調
整
で
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
）

　

初
年
度
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
税

務
署
で
お
願
い
し
ま
す
。（
市
役
所
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）

※
平
成
19
・
20
年
中
の
入
居
の
場
合
は
、

所
得
税
控
除
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

【
確
定
申
告
に
つ
い
て
】
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０
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動
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【
市
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
】

　

市
税
務
課
☎
内
線
１
０
５
６
～
１
０
５

９
●
確
定
申
告
に
つ
い
て

・
所
得
税
の
還
付
申
告
の
方
は
、
２
月
16

日（
水
）
以
前（
市
役
所
で
は
受
け
付
け

し
て
い
ま
せ
ん
）
で
も
、
申
告
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
直

接
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、
郵
送
ま
た
は

税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ
の
投
か

ん
に
よ
っ
て
も
、
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
国
税
庁
で
は
、
確
定
申
告
に
関
す
る
各

種
情
報
を
納
税
者
の
方
に
提
供
す
る

た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て

い
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
書
お

よ
び
贈
与
税
の
申
告
書
の
作
成
が
で

き
る「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

も
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
確
定
申
告
期
間
中
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
は
24
時
間
利
用
で
き
ま
す
。「
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
も
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
用
の
申
告
デ
ー
タ
が
作
成
で
き

ま
す
。

市
県
民
税（
住
民
税
）、
所
得
税
の
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

　
　
　

【
申
告
受
付
期
間
】２
月
16
日（
水
）～
３
月
15
日（
火
）　

【
受
付
時
間
】平
日
の
午
前
８
時
45
分
～
午
後
４
時（
開
場
午
前
８
時
）

　
　
　

【
場
所
】市
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
の
研
修
室
と
会
議
室

　

市
役
所
お
よ
び
竜
ケ
崎
税
務
署
で

は
、
確
定
申
告
期
間
中
の
２
月
20
日
・

27
日
の
日
曜
日
に
限
り
、
確
定
申
告
の

相
談
や
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
右
記

以
外
の
土
・
日
曜
日
は
閉
庁
日
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
役
所
で
の
受
付
時
間
は
、

こ
の
日
曜
日
の
２
日
間
に
限
り
午
前
８

時
45
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
で
す
。（
平

日
は
午
後
４
時
ま
で
で
す
）

※
市
役
所
で
の
受
け
付
け
が
で
き
な

い
申
告
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
今
回
、
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
を
受
け
る
申
告
、
事
業
所
得

な
ど
の
申
告
で
、
初
め
て
収
支
内

訳
書
を
作
成
す
る
申
告
、
配
当
所

得
、
土
地
や
家
屋
、
株
式
、
ゴ
ル

フ
会
員
権
な
ど
の
譲
渡
所
得
、
青

色
申
告
、
贈
与
税
、
消
費
税
な
ど

の
申
告
は
、
市
の
会
場
で
は
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
税
務
署
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
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公
的
年
金
か
ら
の
市
県
民
税（
住
民
税
）の

　
　
　
　
　
　
　
　

特
別
徴
収（
天
引
き
）Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１　

い
つ
か
ら
導
入
？

　

平
成
21
年
10
月
支
給
の
年
金
か
ら
天
引

き
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

Ｑ
２　

対
象
者
と
対
象
年
金
は
？

　

65
歳
以
上（
４
月
１
日
現
在
）の
公
的
年

金（
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
）の
受
給
者
で
、

介
護
保
険
料
が
そ
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
る
方
。
た
だ
し
、
遺
族
年
金
や
障

害
年
金
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３　

天
引
き
す
る
税
額
は
？

　

公
的
年
金
の
所
得
の
み
に
対
す
る
住
民

税
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
４　

対
象
者
へ
の
通
知（
年
金
給
付
の

年
額
や
特
別
徴
収
対
象
税
額
な
ど
の

税
額
を
掲
載
）は
い
つ
、
ど
こ
か
ら
？

　

平
成
23
年
６
月
に
市
か
ら
該
当
者
へ
通

知
が
届
き
ま
す
。

Ｑ
５　

65
歳（
４
月
１
日
現
在
）に
な
っ
た

が
天
引
き
は
い
つ
か
ら
？

　

新
た
に
65
歳
に
な
っ
た
方
の
天
引
き
開

始
は
10
月
分
の
年
金
か
ら
に
な
り
ま
す
。

１
期
・
２
期
分
に
つ
き
ま
し
て
は
個
人
で

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
所
得
が
公
的
年
金
の
み
で
あ
れ

ば
個
人
で
納
め
て
い
た
だ
く
３
期
・
４
期

分
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
公
的
年
金
以
外
の

年
金
や
ほ
か
の
所
得
が
あ
れ
ば
個
人
で
納

め
て
い
た
だ
く
３
期
・
４
期
分
が
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
６
月
に
お
送

り
す
る
納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

Ｑ
６　

昨
年
10
月
か
ら
天
引
き
が
開
始

さ
れ
た
が
、
２
年
目
以
降
は
ど
う
な

る
の
？

　

４
・
６
・
８
月
は
前
年
度
２
月
に
天
引

き
さ
れ
た
額
と
同
じ
額
が
天
引
き
さ

れ
、
10
月
以
降
に
つ
い
て
は
年
税
額
か
ら

４
・
６
・
８
月
分
を
差
し
引
い
た
額
を
10
・

12
・
２
月
に
分
け
、
天
引
き
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
税
務
課
☎
内
線
１
０
５

６
～
１
０
５
９

　

国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
公
的
年
金
受
給
者
を
対
象
と
し
て
平
成
21
年
10
月
か
ら
住

民
税
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
年
金
受
給
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、

年
金
受
給
者
の
納
税
の
便
宜
を
図
り
、
徴
収
体
制
の
強
化
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　竜ケ崎税務署からのお知らせ

還付申告相談会場のご案内

開設場所　取手市役所藤代庁舎（〒300-1592取手

市藤代700）※右記地図参照。

開設期間　2月7日（月）～2月10日（木）

受付時間　午前9時～11時30分、午後1時～3時（受

け付けは、混雑状況によって早めに終了するこ

とがあります）

対象

（1）給与所得または公的年金などにかかる雑所得　

　がある方で医療費控除、住宅借入金等特別控　

　除および社会保険料控除などを受けられる方

（2）中途退職した方などで、給与所得について年　

　末調整がお済みでない方

※給与、年金以外の所得（事業所得、不動産所得、

不動産や株式などの譲渡所得）のある方や、贈与

税、消費税の相談は、竜ケ崎税務署別館申告相

談会場をご利用ください。

問い合わせ　竜ケ崎税務署（〒301-8601龍ケ崎市川

原代町1182-5）☎0297-66-1303（自動音声案内）


